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伊佐市第８回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  平成２５年１１月２０日（水）午前８時５５分から１０時２０分 

 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

 

３．出席委員  （２０人） 

     会  長      ２１番  

    会長職務代理者    ２０番 

    委  員    １番  ２番  ３番  ４番 

５番  ６番  ７番  ８番 

９番 １０番 １２番 １３番  

１４番 １５番 １６番 １７番  

１８番 １９番    

      

４．欠席委員  （１人） 

    欠席者    １１番   

 

５．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名  （１２番委員）（１３番委員） 

 

第２ 議案第１号 「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定

について 

     議案第２号 「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号 「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について 

      議案第４号 「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について 

議案第５号 「非農地証明願」について 

  

６．農業委員会事務局職員 

 

      事務局長  農地振興係長   農地振興係書記 
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開始時間  午前８時 ５５分 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

１９番委員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

おはようございます。只今より、平成２５年度第８回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

１９番委員が園遊会に参加されたそうで皆さんに紹介いたします。 

参加された感想をお願いします。 

 

秋の園遊会にお招きをいただきました。 

(お招きいただいた経過、参加した感想を報告) 

 

ありがとうございました。 

本日は、１１番委員から欠席届が出されております。 

本日の出席人員は２０人で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１２番委員と１３番委員に、お願いをいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について報告を求めます。 

農地法第１８条第６項の規定よる通知につきまして報告をお願いし

ます。 

 

 報告をいたします。農地法第１８条第６項の規定による通知につきま

してご報告いたします。 

資料の１～2 ページになります。農業経営基盤強化促進法による利用

権の合意解約が 6件、農地法第３条の解約が１件ありましたのでご報告

いたします。 

 

報告が終りました。 

委員の皆さん質問はありませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 
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議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第 1号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定のうち所有権移転分についてご説明いたします。３ページをお開き

ください。 

整理番号１につきましては、鹿児島県地域振興公社が行う農地保有合

理化事業による所有権移転です。 

譲受け人は、伊佐市菱刈荒田に居住のＭＨ氏３７歳、自治会は荒田下

です。 

経営面積は、３,３９７㎡です。 

土地の所在地は、菱刈荒田字東水流の１筆で田、面積は２,３３５㎡で

す。 

 整理番号２につきましては、あっせんによる所有権移転です。 

譲渡人は伊佐市大口原田に居住のＨＥさんです。 

譲り受け人は、伊佐市大口原田のＴＹ氏で、経営面積は８５,２９２㎡

です。 

土地の所在地は、大口原田字平田ほか１筆で、地目は田、面積の合計

は２,０２７㎡です。 

あっせん委員としまして３番委員、８番委員にお願いいたしました。 

続きまして利用権設定につきまして説明いたします。 

１２－１ページの総括表をお開きください。 

期間は２年１１カ月から９年１１カ月で、面積の合計は、田６３,９９

８㎡、畑・１７，２５０㎡の計８１，２４８㎡です。 

利用権の設定をする者の数３２人、設定を受ける者の数２１人です。 

 土地の明細につきましては、４ページから１２ページの整理番号１番

から３３番のとおりです。 

 皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

只今事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第 1号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙手
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

 

整理番号１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

９番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１番について、去る１１月１６日 現地調査を行いましたので

９番が報告いたします。 

申請人、ＴＫさんは、伊佐市大口山野に居住され自治会は石井で、年

齢は６４歳です。 

渡し人のＫＭさんは、伊佐市大口山野に居住され自治会は石井で、年

齢は４７歳です。 

申請地は、大口山野字高野、地目は畑、面積は９９８㎡で、贈与であ

ります。 

受け人の経営面積は、議案書では３，８８９㎡となっておりますが、

先程、議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画の整理番号

２１番で、審議決定されました母親のＴＭさんとの間で２，８２０㎡の

利用権が決定されており、合計６，７０９㎡となりますので、取得可能

面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は、自宅入り口で、良く管理されてお

りました。経営意欲もあり、農機具等完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

９番委員の調査報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

２０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、９番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

２０委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号２番について、去る１５日に現地調査を行いましたので、２０

番が報告いたします。 

申請人ＤＳさんは、伊佐市大口大田に居住され、自治会は郡山で、年

齢は８２歳であります。 

渡人は、茨城県笠間市住吉に居住されている、ＫＭさんであります。 

申請地は、大口大田字鶴ノ前で、地目は田で、面積は１，２９６㎡で、

この土地は、ＫＭさんに跡取りがいない為Ｄさんに所有権居贈与で、貰

ってくださいとの事であります。 

受け人の経営面積は、１５，４９２㎡で、取得可能面積であります。 

生産牛２頭を飼育されている専業農家で農業従事者は２名でありま

す。 

通作距離も自宅より西へ１キロ位の所で、現況は良く管理された水田

であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

２０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１７番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２０番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１７番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号３番について、去る１１月１５日に現地調査を行ないましたの

で１７番が報告をいたします。 

申請人、ＫＫさんは、伊佐市菱刈重留に居住で、自治会は重留西で、

年齢は６０歳です。 

譲渡人の、ＫＴさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自治会は重留西

で、年齢は８２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字井之上で、地目は田で、面積は１，０３

８㎡他３筆で、４筆合計５，１８１㎡であります。 

受人の経営面積は５，１８１㎡でありますので、取得可能面積であり

ます。 

農業従事者は２名です。 

通作距離も自宅より１キロ位の所で、現況は良く管理された水田であ

ります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

１７番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

整理番号３番について、１７番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

９番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号４番について、去る１１月１６日 現地調査を行いましたので

９番が報告いたします。 

申請人、ＭＫさんは、伊佐市大口山野に居住され自治会は荒平で、年

齢は６４歳です。 

渡し人、ＯＨさんは、茨城県稲敷郡阿見町大字大室に居住され、年齢

は６１歳です。 

申請地は、大口山野字庵水流、面積は３４９㎡と、大口山野字庵水流、

面積は２６９㎡の２筆で、地目は田、合計６１８㎡です。 

相手方の要望にて、売買となっております。 

受け人の経営面積は、５，６８１㎡で、取得可能面積であります。 

通作距離は、国道２６８号線より小川内自治会方面に入る角で、自宅

より１分位の所にあり、良く管理された水田であります。 

経営意欲もあり、農機具等完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

９番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号４番について、９番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号５番について、去る１１月１４日に現地調査を行いましたので

１２番が報告いたします。 

申請人、ＹＭさんは、伊佐市菱刈前目１に居住され自治会は本町で、

年齢は２６歳です。 

渡し人、ＹＫさんは、伊佐市菱刈前目に居住され自治会は本町で、年

齢は５６歳で、親子関係であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字本町で、地目は田、地籍は３筆、合計４，

４０６㎡で、贈与であります。 

受け人の経営面積は、１１，８１４㎡で取得可能面積であります。 

農業従事者は３名で、通作距離は自宅より約７００ｍで、現況はネギ

を作付され良く管理された農地で、経営意欲はあり、農機具等は完備さ

れております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

１２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について、１２番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 
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議 長 

 

 

１８番委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

２０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１８番委員。 

 

この案件は、現地調査に行きましたところ、登記状は田となっており

ますが、現況は山林化していましたので、山林化しているのを３条では

なじまないのではないかと判断しましたので、本人に話をしまして、非

農地証明願い等で、対処された方が良いのではないかと申し上げて来ま

したが、今日まで、非農地証明願いの申請が出ていないようですので、

保留と言う事でして頂きたいと思います。 

 

１８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１８番委員の調査報告のとおり、保留とすることに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、保留とすることが決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

２０番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号７番について、去る１５日に現地調査を行いましたので、２０

番が報告いたします。 

申請人ＹＴさんは、伊佐市大口大田に居住され、自治会は高柳で、年

齢は６３歳であります。 

渡人は、埼玉県東松山市松風台に居住されている、ＫＴさんでありま

す。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳で、地目は田で、面積は１，２１２

㎡で、所有権移転売買で取得するものであります。 

受け人の経営面積は、６，８０８㎡で取得可能面積であります。 

農業従事者は２名であります。 

通作距離も自宅の隣接地で、現況は良く管理された水田であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

２０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号７番について、２０番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請係る決定のうち整

理番号８番について、去る１２日に、祖父立会のもと現地調査を行いま

したので１６番が報告いたします。 

申請人ＴＫさんは、伊佐市大口下殿に居住され、自治会は湯ノ谷で、

年齢は２６歳であります。 

渡人は、ＫＫさんで、兵庫県尼崎市南武庫之荘一丁目に居住されてお

ります。 

申請地は、伊佐市大口下殿字須和野で、地目は畑、地積は１，０７５

㎡であります。 

譲渡理由は、親戚からの所有権移転贈与であります。 

受け人の経営面積は７，２７０㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より５００ｍ位の所で、現況は

良く管理された畑です。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 



 11 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定しました。 

 

整理番号９番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号９番について、去る１１月１６日に現地調査を行いましたので

１２番が報告いたします。 

申請人、ＹＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住され自治会は山田で、年

齢は５３歳です。 

渡し人、ＭＹさんは、伊佐市菱刈前目に居住され自治会は大山口で、

年齢は８３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字前田で、地目は田、地籍は１，６８１㎡

で、売買であります。 

受け人の経営面積は、１３，７４１㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は４名で、通作距離は自宅より約１，０００ｍで、現況は

良く管理された農地です。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

１２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号９番について、１２番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１０番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請係る決定のうち整

理番号１０番について、去る１２日に、受人立会のもと現地調査を行い

ましたので１６番が報告いたします。 

申請人ＮＹさんは、伊佐市大口下殿に居住され、自治会は包ノ原であ

ります。 

渡人は、ＹＭさんで、鹿児島市伊敷台一丁目に居住されております。 

申請地は、伊佐市大口下殿字原ノ前、他１筆で、地目は田、地積は２

筆で６，８９５㎡、所有権移転売買であります。 

受け人の経営面積は２６，１４６㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より１ｋｍ位の所で、現況は良

く管理された田です。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、申請件数１０件について、１件の保留、９件の許可が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番ついて去る１１月１５

日に、申請人ＡＴさん立会のもと、２０番と３番で現地調査を行いまし

たので、３番が報告いたします。 

申請人ＡＴさんは、伊佐市大口里に居住され、自治会は元町実業で、

年齢は８１歳であります。 

申請地は、伊佐市大口里字桃木ケ丸で、地目は田、地籍は３３３㎡

であります。 

農地区分は第２種農地でその他の農地となっており、転用目的は駐車

場で有ります。 

申請地の所在地は、ＯＴ店入り口の道理を挟みすぐ北側で、東、西、

北側は宅地、南側国道２６８号線で有ります。 

転用目的は、駐車場となっておりますが、１０年前の４条申請し、許

可をもらい、ＭＹの駐車場と使用していたが、法務局へ登録申請しない

でいたため、今回また申請されたもので、始末書が添付されています。 

ほとんど住宅地で、道路、排水等も良く整備されて周囲に影響を及ぼ

すような事は無いと思います。 

添付書類として、全部事項証明書、始末書、字図等など添付されて

おります。 

調査員で協議し許可相当としましたが、委員の皆様方の審議方をよろ

しくお願いしまて、私の報告を終わります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番について去る１５日に、

１番委員、１４番委員、私１５番、申請人のお母さんのＩＭさん立会の

もと現地調査を行いましたので報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈南浦にお住まいのＩＥさん、自治会は柳野、年

齢は５６歳でございます。 

所在地は、伊佐市菱刈南浦字柳野、地目は畑、面積は２，６５８㎡あ

ります。 

転用目的は、植林をしたいという申請でございます。 

申請地は、永池の変電所の下を通ります、こがね道路を北へ約５００

ｍ行った右側で有ります。 

現況は畑であります、転用目的は、杉を植えて植林をしたいとの申請

でございます。 

申請地の東は山林、西は雑種地、南は道路、北は山林でありまして、

ここは、鳥獣被害の多く、大変な所でございまして、とくにサル、シカ、

イノシシが出没し、サルが集団出てくる所で、お母さんが電気柵をして

耕作していた畑です。 

以上のようなことから３名で協議した結果、転用はやむをえないと思

われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図など添付されております。 

委員の皆様方の審議方をよろしくお願いしまて、報告を終わりま

す。 

 

１５番委員の報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１５番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１番委員。 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号３番を、１番が報告いたしま

す。 

立会人は、Ｆ建設のＹさんでした。 

調査日は、去る１１月１５日です。 

調査委員は、１４番、１５番、１番の３名でした。 

申請者 ＴＳさん伊佐市菱刈前目に、居住されています。 

申請地は、菱刈南浦字口ノ野で、地目は畑、面積１，９６５㎡であり

ます。 

転用目的、太陽光発電施設、農地区分は第２種農地その他の農地とな

っており、現況は柿や野菜等を植えられていました。 

申請地は、横川方向に行きまして未来館の先の交差点を右折しまして

３キロ位行った所です。 

東は水田、西は畑、南側も水田、北側は住宅です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、汚排水処理確

約書、被害防除計画書、平面図、残高証明書等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請件数３件については、意見の決

定並びに許可及び諮問３件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 整理番号１番について、担当委員の報

告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番につきまして、去る１１

月１５日、申請人ＤＮさん代理のＴ製材所のＴＹ氏立会のもと、２番委

員、６番委員、私３番委員の３人で共同調査を行いましたので、３番が

報告いたします。 

申請人、ＤＮさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され４６歳、自治会は園

田であります。 

譲渡人、ＤＴさんは、伊佐市大口鳥巣にお住まいの８１歳であります。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字堂ノ前で、地目は田、地積は１，１００

㎡であります。 

本申請は親子による賃借権で、転用目的は太陽光発電施設であり、

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

園田公民館から北側平出水方向へ約５００ｍに位置していて、南、西、

北側は山林、東側住宅であり、父Ｔさんの隣で周囲に与える影響は無い

ものと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２０４枚、パネル設置総面

積は１，１８０㎡、パネル設置容量は５０ｋｗ、年間発電量４７，６８



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ｋｗを予定しています。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、被害防除計画

書、被害防除に関する誓約書、見積書、資金証明書、位置図、字図等が

添付されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

３番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号２番について、去る１１月１５

日に申請人の代理人ＴＲさん立会いのもと、会長、１６番委員，私５番

委員の３人で共同調査いたしましたので、５番が報告いたします。 

譲受け人は、姶良市東餅田の、ＭＫ株式会社、代表取締役ＫＥ氏であ

ります。 

譲渡人は、伊佐市大口川岩瀬に居住されていますＹＹさんで、自治会

は崎山東で、年齢は５３歳であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口田代字神崎の２筆で、地目は田と畑で

ありますが、現況は田んぼで、地積は１，７８６㎡であります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設であり、農地

区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、ＹＹさんの実家の隣接地で、田代自治会中央部に

位置し、北側は住宅、南と東側は山、西側は市道であり、周囲の与える

影響は無いと思われます。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は４１６枚、パネル設置総面

積は１，７８６㎡、パネル設置容量は９９．８４ｋｗ、年間発電量５７，

７４２ｋｗを予定しております。 

添付書類として、全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、見積書、

融資予定証明依頼書、収支計画書、位置図、配置図、字図、事業計画に

関する誓約書、委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

５番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号３番について、去る１５日に申

請人のＭＫ株式会社、代表取締役ＫＥ氏、渡人ＴＮ氏と会長、５番委員、

私１６番委員で共同調査いたしましたので、１６番が報告いたします。 

譲受け人は、姶良市東餅田のＭＫ株式会社、代表取締役ＫＥ氏、建設

業でございます。 

譲渡人は、ＴＮ氏は、伊佐市大口宮人に居住され、自治会は大住で、

年齢は７９歳です。 

申請地の所在地は、伊佐市大口宮人字大住で、地目は畑、地積は２筆

合計２，８２３㎡であります。 

本申請は賃借権で、転用目的は太陽光発電施設であります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、曽木の滝公園入り口の四差路の北側に位置してお
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

り、南側は道路、北側は原野、西、東側は道路で、周囲に与える影響は

無いと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は７００枚、パネル設置容量

は１１５．５ｋｗとなっております。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、会社の定款、会社の全部事

項証明書、位置図、配置図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、

汚排水処理確約書等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

この案件は先月総会で保留になった所で、先月の申請は１筆漏れてい

た所を、今回申請され調査報告したところであります。 

 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号４番について、去る１１月１

５日に、１２番委員、１７番委員，事務局１名、立会人司法書士のＯＩ

さん出席のもと調査いたしましたので、１２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈前目に居住されている、ＩＡさん、３９歳で、

自治会は築地上であります。 

譲渡人は、伊佐市菱刈前目に居住されている、ＩＭさん、８０歳で、

自治会は築地上であります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

本申請の所有権移転は、贈与で、転用目的は、一般住宅を建設するも

のであります。 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈川北字寺後で、面積が４５５㎡であり

ます。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、湯ノ尾滝から西の方に３００ｍ、菱刈中学校から

東北に３００ｍ、北側は住宅、南は市道に位置して周囲にあたえる影響

はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、平面図、事

業計計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確

約書、資金証明書が提出されております。 

調査の結果この申請について調査委員の意見において、適切であると

判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして

報告を終ります。 

 

１２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１２番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号５番につきまして、去る１１

月１５日、１番委員と１４番委員と私１５番委員、申請人のお父さんで

あります、ＩＹさん立会のもとに、現地調査をいたしましたので報告い

たします。 

申請人は、伊佐市菱刈南浦にお住まいのＩＨさんで、自治会は柳野で

地方公務員であり年齢は４５歳であります。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦にお住まいのＩＹさんで、申請人のお父さ
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議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

んであり、自治会は柳野で年齢は７３歳であります。 

所在地は、伊佐市菱刈南浦字柳野、地目は畑、他３筆でございます。 

転用目的は、杉を植えて植林をしたいという事であります。 

農振地除外の申請がありましてその時に現地調査をした場所であり

ます。 

申請地は、九電変電所より西側５００ｍの道路沿いの所で、現況は畑

であります。 

申請地の東側は山林、西側は農道、南側はこがね道路、北側は山林、

となっており、ここは、鳥獣被害の多く、大変な所でございまして、と

くにサル、シカ、イノシシが出没し、サルが集団出てくる所で有ります。 

以上のようなことから３名で協議した結果やむをえないと思われま

す。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、事業計計画

書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、残高証明書が提出され

ております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１５番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号６番について、去る１１月１５

日に申請人の代理人ＴＲさん立会いのもと、会長、１６番委員，私５番

委員の３人で共同調査いたしましたので、５番が報告いたします。 

譲受け人は、鹿児島市東坂元２丁目に居住されていますＳＨさんであ

ります。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

譲渡人は、伊佐市大口下殿に居住されていますＫＹさんと、伊佐市大

口田代に居住されていますＯＫさんで、２人の関係は兄弟であります。 

自治会はＫＹさんが駅前で、年齢は５２歳、ＯＫさんは、田代で、年

齢は５５歳であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口田代字柳ケ谷の他２筆の合計３筆で、

地目は畑、地積は３，３９５㎡であります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設であり、農地

区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、福川自治会内にありますＯＫさんの実家から西へ

１５０ｍに位置し、北と南側は山、東と西側は畑であり、周囲の与える

影響は無いと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は５０４枚、パネル設置総面

積は３，３９５㎡、パネル設置容量は１５１．２ｋｗ、年間発電量１５

８，２４１ｋｗを予定しております。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、見積書、融資予定証

明依頼書、残高証明書、収支計画書、位置図、配置図、字図、被害防除

計画に関する誓約書、被害防除計画、委任状等が添付されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

５番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号７番について、去る１５日に行
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

政書士ＴＲ立会いのもと、会長、５番委員，私１６番委員の３人で共同

調査いたしましたので、１６番が報告いたします。 

譲受け人、ＩＹ氏は、伊佐市大口大島居住されて、自治会は、麓町で

あります。 

譲渡人は、ＫＴ氏は、伊佐市大口宮人に居住され自治会は，日ノ出で

あります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口宮人字太郎ケ迫、地目は畑、地積はで

あります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設であり、農地

区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、ＺＦ入口から東へ約５００ｍに位置しており、南

側は市道、北と西側は山林、東側は畑で、道路向かい側は太陽光施設を

建設することで、９月の総会で申請許可された所の横であります。 

周囲の与える影響は無いと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は５００枚、パネル設置総面

積は７，０２２㎡の３分の２位の広さになっておりまして残りの土地に

も後々設置するとの事でした。 

年間発電量４９，ｋｗを２機となっております。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、残高証明書、字図、

被害防除計画、被害防除計画に関する誓約書、位置図、配置図、見積書、

委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号８番について、担当委員の報告を求めます。 
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８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

８番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号８番について、去る１５日に

申請人代理のＦ建設営業部長、Ｙさん立会いのもと、私８番と、１８番

委員で，現地調査を行いましたので報告いたします。 

申請人で譲り受人は、鹿児島県伊佐市大口目丸の株式会社ＤＯＫさん

です。 

譲渡人は、宮崎県宮崎市原町にお住まいのＮＳさんです。 

申請地は、伊佐市青木字西原で、地目は畑、地籍は７４４㎡でありま

す。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設を建設される

ものであります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、社会福祉法人、ＫＥの南約３００ｍに位置してお

り、東側は市道、南側、西側、北側は、一般住宅であります、周囲に与

える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２０４枚、パネル設置総面

積は７４４㎡、パネル設置容量は約５０ｋｗ、年間発電量約５万ｋｗを

予定しているとの事でした。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、

見積書、資金証明書、残高証明書、位置図、配置図、字図、平面図、被

害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書等が添付さ

れております。 

調査の結果この申請について２名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

8番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

よって整理番号８番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号９番について、担当委員の報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号９番について、去る１１月１

５日、申請人有限会社ＭＫ取締役ＫＩさん立会のもと、６番委員、２０

番委員、私３番委員の３人で共同調査を行いましたので私３番委員が報

告いたします。 

譲受人は、鹿児島市甲突町、有限会社ＭＫであります。 

譲渡人は、伊佐市大口原田にお住まいのＳＴ外２名で、自治会は国ノ

十であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口原田字国ノ十、地目は畑、地積は５，

０２７㎡であります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設であり、農地

区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地はルミエール忠元の南側で、国ノ十公民館のすぐ東側

です。 

東、西、南側住宅、北側山林であります、周囲に与える影響はないと

思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は６７２枚、パネル設置総面

積は５，０２７㎡、パネル設置容量は１９８．８８ｋｗ、年間発電量約

２１６.４５６ｋｗ、４区画に設置を予定しているとの事でした。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、

見積書、資金証明書、位置図、配置図、字図、平面図、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書等が添付されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

３番委員の報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請９件のうち、許可及び諮問９件が

決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 非農地証明願について、提案します。 

整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

１９番委員。 

 

議案第５号 非農地証明願について整理番号１番について、去る１１

月１５日、申請人の夫でありますＯＲさんの立会のもと、４番委員・１

１番委員・私１９番委員の３名で共同調査を行いましたので、私１９番

が報告いたします。 

申請人は、伊佐市大口針持にお住まいのＯＳさんであります。 

土地の所在位置は、大口針持字山畑、地目は畑、面積は３６６㎡であ

ります。 

周囲の状況は、周りは山林、原野、農道、竹林となっております。 

非農地となった時期、原因は、平成４年９月より周りの畑の山林かが

進み畑としての耕作を断念したためです。 

申請地の位置は、市道針持山江線の西方自治会よりダム道路に通ずる

道を５００ｍ位進んだ道路の北側１００ｍ位で、北が山林、東が山林、

西が農道を挟んで竹林、南側が原野であります。 

全体が杉山となっており農地性は喪失していて、高齢と病弱なため農

地への復旧は困難であると３名の調査委員とも判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして、私の報告を終りま

す。 

 

１９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１９番委員の調査報告のとおり、非農地として証明することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号１番は、１９番委員の調査報告のとおり非農地証明

が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第５号 非農地証明願について整理番号２番について、去る１１

月１５日、１番委員・１２番委員・１４番委員、行政書士ＫＳさん立会

人のもと、３名で現地調査を行いましたので、１２番が報告いたします。 

申請人ＨＴさん外１名で、千葉県船橋市夏見台３丁目に居住されてい

ります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字氏迫で、地目は畑、面積は７６３㎡であ

ります。 

非農地となった時期、原因は、昭和６３年より耕作放棄し原野化し竹

等が群生したためであります。 

周りの状況は、東、北、南側山林、西側が人家、菱刈庁舎より徳辺方

面に３００ｍ、右側に１０ｍ入った所であります。 

全体が原野となっており農地性は喪失していて、農地への復旧は困難

であると３名の調査委員とも判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１２番委員の調査報告のとおり、非農地として証明することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

全員挙手、 

よって整理番号２番は調査報告のとおり非農地証明が決定しまし

た。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第５号 非農地証明願について整理番号３番について、去る１１

月１５日、申請人のＦＨさんの立会のもと、１１番委員・１９番委員・

私４番委員の３名で共同調査を行いましたので、４番が報告いたしま

す。 

申請人は、伊佐市大口宮人にお住まいのＦＨさんです。 

土地の所在位置は、大口宮人字太郎迫、地目は畑、面積は４，９８５

㎡であります。 

周囲の状況は、北側は山林、南側は農道を挟んで市道、東側は山林、

西側が普通畑となっております。 

非農地となった時期、理由は、昭和４２年ごろ桑園として造成しまし

たが、養蚕をしなくなった時期から耕作を断念し放任し現在になったと

いう事です。 

申請地の位置は、市道崎山線の旧北薩病院より日之出集落に入る市道

の８００ｍ位入った所であります。 

農地性は喪失していて、高齢なため農地への復旧は困難であると３名

の調査委員とも判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

４番委員の調査報告のとおり、非農地として証明することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号３番は、４番委員の調査報告のとおり非農地証明が
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議 長 

 

 

１９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

１９番委員。 

 

議案第５号 非農地証明願について整理番号４番について、去る１１

月１５日、申請人の親戚で羽月田代自治会のＴＴさん立会のもと、４番

委員・１１番委員・私１９番委員の３名で共同調査を行いましたので、

報告いたします。 

申請人は、大阪府枚方市宮之下町にお住まいのＴＴさんであります。 

土地の所在位置は、伊佐市大口下殿字萩谷、地目は田、面積は７１５

㎡であります。 

周囲の状況は、周りは全て竹山となっております。 

非農地となった時期、原因は、昭和４０年４月より周囲を山に囲まれ

水利もなく耕作を放棄したためです。 

申請地の位置は、羽月麓より白木に通ずる位置からＺＦに通ずる道を

５００ｍ位進んだ道路の右下でした。 

東西南北ともすべて竹山になっておりました。 

当申請の土地をはじめ周りが全て竹林となっており、農地性は喪失し

ていて、また、耕作者もいなく農地への復旧は困難であると３名の調査

委員とも判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１９番委員の調査報告のとおり、非農地として証明することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号４番は、１９番委員の調査報告のとおり非農地証明

が決定しました。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１２番委員 

 

議 長 

 

１２番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議案第５号 非農地証明願は、４件申請のうち証明許可４件が決定し

ました。 

 

月例報告をお願いします。 

 

２１ページをお願いします。 

月例報告です。 

１１月分の月例報告です。 

１５日を中心に現地調査をやって頂きました。 

本日２０日が、第８回目の農業委員会の総会でございます。 

明日が姶良・伊佐地区の農業委員研修会が霧島市でございます。 

２６日が、１１月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございま

す。 

１２月の行事予定ですが、１３日を中心に現地調査をお願いします。 

１７日が、第９回目の農業委員会の総会になります。 

２０日が、１２月の定例常任会議員会議になります。 

通常の月より早くなっておりますので、ご注意をお願いいます。 

総会が始まる前に来年度の農業委員会手帳をお配りしております。 

以上です。 

 

その他について 

 

はい 

 

１２番委員 

 

今度の５条の調査で、行政書士から言われたのですが、土地改良区の

意見書、確約書を出してくれと言われたのだが、その根拠は何かと尋ね

られたのですが、勉強不足で困ったのですが、後日この総会で聞いて返

事をしますと答えてきました。 

 

事務局 

 

今１２番委員が言われた事ですが、また来月の勉強会で説明を申し上

げますが、４条・５条に関しましては、必ず付けなければいけない添付

書類と言うのが有りまして、その中に土地改良区の意見書が有ります。 

農地法の施行規則の中に４条に関しては２２条第６項、５条に関して

は４８条第２項第３号で謳って有りまして、申請に係る農地が土地改良
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

区の地内にある場合には、当該土地改良区の意見書、意見を求めてから

３０日を経過してもその意見を出ない場合はその理由を記載した書面

を添付する事になっております。これは４条です。５条は先ほど言いま

したが、農地法の４８条第２項第３号で謳って有ります。 

これにつきましては、法定添付書類となっていまして、転用許可の申

請書提出された時にこれが添付されてないと基本的には許可が出来な

いとまでは言いませんけど、土地改良区の意見を求めて、農業委員会総

会で判断する事になっていますので、これに関しましては、２２条第６

項に基づいて、添付しなくてはならないということになっています。 

 

他に何か無いですか。 

 

先日農政推進協議会、地区農業委員会連絡協議会の合同研修会に私

と、事務局長と１委員３人で入ってきました。 

遊休農地の解消している所でした、そこはですね４５ha位遊休農地を

解消して２５ha 位を法人が借り受けて経営している、その内３ha 位が

食用米で、後はＷＣＳ米を作付して、畜産農家と契約をして刈ってもら

う、畜産農家は５００頭位飼育している農家と契約して１０ａ当たり８

万円の転作をもらっている所でした。 

 

その他、皆様はありませんか 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

これで、平成２５年度第８回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前１０時２０分 

  


